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関東森林管理局長　 笹　谷　秀　光

―

は
じ
め
に―

（
関
東
局
管
内
の
国
有
林
野
の
多
様
性
）

　

関
東
森
林
管
理
局
管
内
の
国
有
林
及
び
国
有

林
野
事
業
は
多
様
で
す
。

　

管
内
に
は
、
水
源
森
林
地
域
が
多
く
、
特
に

利
根
川
水
系
の
主
要
ダ
ム
の
多
く
が
所
在
し
、

「
首
都
圏
の
水
が
め
」
と
い
わ
れ
る
水
源
森
林
地

域
は
、
長
年
に
わ
た
り
整
備
・
保
全
さ
れ
水
源

か
ん
養
機
能
を
担
っ
て
き
た
国
有
林
が
ほ
と
ん

ど
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

栃
木
県
日
光
市
足
尾
周
辺
の
国
有
林
で
は
、

銅
精
錬
所
の
亜
硫
酸
ガ
ス
等
に
よ
り
森
林
が
赤

茶
け
た
ハ
ゲ
山
に
な
る
な
ど
荒
廃
地
化
し
、
昭

和
32
年
に
治
山
事
業
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
ま

し
た
。
当
時
か
ら
我
が
国
の
治
山
技
術
を
リ
ー

ド
し
た
箇
所
で
あ
り
、
平
成
18
年
に
は
50
周
年

を
迎
え
ま
し
た
。

　

足
尾
は
社
会
見
学
も
盛
ん
で
あ
り
、
森
林
回

復
の
た
め
の
治
山
事
業
の
意
義
と
困
難
性
を
再

認
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

新
潟
県
で
は
、
平
成
16
年
10
月
の
新
潟
県
中

越
地
震
に
よ
る
被
災
地
の
復
旧
の
た
め
民
有
林

直
轄
治
山
事
業
（
注
１
）
を
、
新
潟
県
か
ら
の

要
請
に
基
づ
き
重
点
的
に
実
施
中
で
す
。

　

国
有
林
の
中
に
は
、
名
所
・
旧
跡
等
の
背
景

と
な
っ
て
い
る
森
林
が
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　

箱
根
の
芦
ノ
湖
は
多
く
の
国
民
（
箱
根
訪
問

者
数
約
１
、９
０
０
万
人
）
が
訪
れ
る
日
本
を
代

表
す
る
景
観
で
す
。
湖
畔
か
ら
見
え
る
景
色
、

す
な
わ
ち
西
岸
は
ほ
と
ん
ど
国
有
林
で
あ
り
、

保
健
休
養
機
能
（
風
景
林
）
と
し
て
景
観
の
保

持
を
国
有
林
が
担
っ
て
い
る
代
表
例
で
す
。

　

高
尾
山
は
、
東
京
都
心
か
ら
西
方
約
50
㌔
㍍

と
近
く
に
あ
り
な
が
ら
、
豊
か
な
自
然
を
国
有

林
と
し
て
管
理
し
森
林
教
育
も
質
的
に
年
々
充

実
し
て
お
り
、
年
間
推
定
約
２
５
０
万
人
と
国

有
林
利
用
者
数
で
は
最
大
級
で
す
。
フ
ラ
ン
ス

の
有
名
旅
行
案
内
書
で
、
大
都
市
東
京
の
近
く

な
が
ら
自
然
豊
か
な
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
最
高
級

実現に向けて
開かれた　　　　　　 の「国民の森林」

りも

実現に向けて
開かれた の「国民の森林」

りも

実現に向けて
開かれた の「国民の森林」

りも

実現に向けて
開かれた　　　　　　 の「国民の森林」

りも

開かれた　　　　　　 の「国民の森林」
りも

実現に向けて

実現に向けて開かれた　　　　　　 の「国民の森林」
りも

実現に向けて開かれた　　　　　　 の「国民の森林」
りも

実現に向けて開かれた　　　　　　 の「国民の森林」
りもも

開かれた　　　　　　 の「国民の森林」
り

実現に向けて
の
評
価
を
得
て
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
８
月
に
は
、
日
光
国
立
公
園
か
ら

分
離
独
立
し
て
、
20
年
ぶ
り
に
、
新
た
な
国
立

公
園
と
し
て
尾
瀬
国
立
公
園
が
誕
生
し
ま
し
た
。

単
独
公
園
化
に
あ
た
り
拡
張
部
分
の
ほ
と
ん
ど

を
国
有
林
が
占
め
、
単
独
公
園
化
に
先
立
ち
森

林
生
態
系
保
護
地
域
及
び
緑
の
回
廊
に
指
定
し

て
保
護
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
含
め
、
管
内
に
は

９
国
立
公
園
が
あ
る
ほ
か
、
国
定
公
園
、
県
立

自
然
公
園
な
ど
数
多
く
、
こ
れ
ら
に
お
け
る
国

有
林
比
率
は
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

世
界
自
然
遺
産
の
推
薦
に
向
け
た
取
組
が
進

め
ら
れ
て
い
る
小
笠
原
諸
島
は
、
海
洋
島
で
あ

り
世
界
的
に
貴
重
な
森
林
生
態
系
が
あ
り
ま

す
。
森
林
面
積
の
８
割
以
上
が
国
有
林
で
、
そ

の
約
８
割
を
森
林
生
態
系
保
護
地
域
に
設
定
、

本
来
の
生
態
系
の
保
全
・
修
復
の
た
め
ア
カ
ギ

等
の
外
来
種
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

　

国
有
林
で
は
、
地
域
や
森
林
の
特
色
を
活
か

し
つ
つ
、
開
か
れ
た
「
国
民
の
森
林
」
と
し
て

の
管
理
経
営
の
推
進
の
た
め
、
市
民
団
体
や
地

域
住
民
等
と
協
働
・
連
携
し
、
森
林
環
境
教
育
、

森
林
整
備
・
保
全
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

各
地
の
国
有
林
で
特
色
あ
る
取
組
が
あ
り
、

例
え
ば
、
富
士
山
で
は
、「
富
士
山
の
森
再
生
活

動
」
が
10
周
年
を
迎
え
ま
す
（
平
成
８
年
の
台

風
被
害
を
契
機
に
、
国
有
林
内
で
、
関
係
者
一

丸
と
な
っ
て
植
樹
し
富
士
山
の
自
然
再
生
に
努

力
）。

　

ま
た
、
国
有
林
で
は
、
資
源
の
循
環
利
用
林

を
は
じ
め
と
し
て
木
材
の
計
画
的
生
産
と
そ
れ

を
通
じ
た
地
域
へ
の
貢
献
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
民
有
林
と
連
携
し
て
木
材
の
安
定

供
給
、
間
伐
材
利
用
、
地
域
材
利
用
の
推
進
や

民
有
林
関
係
者
の
参
加
も
仰
い
だ
低
コ
ス
ト
・

高
効
率
作
業
シ
ス
テ
ム
の
構
築
や
普
及
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

更
に
、
２
０
０
８
年
か
ら
京
都
議
定
書
に
よ

る
二
酸
化
炭
素
な
ど
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削

減
の
第
一
約
束
期
間
が
開
始
さ
れ
、
地
球
温
暖

化
防
止
対
策
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。
国

有
林
で
は
、「
地
球
温
暖
化
防
止
森
林
吸
収
源
10

カ
年
対
策
」
等
を
踏
ま
え
、
二
酸
化
炭
素
を
吸

収
・
貯
蔵
す
る
健
全
な
森
林
の
整
備
・
保
全
や

木
材
利
用
等
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
局
管
内
国
有
林
の
取
組
事
例
の

ほ
ん
の
一
部
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
具
体
的
事
例
に
即
し
て
見
る
と
、

国
有
林
が
身
近
な
存
在
で
あ
り
多
様
な
機
能
や

役
割
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
、
国
民
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
べ
く
各
般
の
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
方
も
お
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。

（
機
能
・
役
割
別
分
類
か
ら
み
た

事
例
の
整
理
）

　

名
実
と
も
に
開
か
れ
た
「
国
民
の
森
林
」
に

向
け
た
取
組
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
、

こ
れ
を
目
指
し
た
国
有
林
の
具
体
的
取
組
内
容

を
、
国
民
、
関
係
者
の
皆
様
に
、
で
き
る
だ
け

解
り
や
す
い
形
で
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
誌
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
「
美
し
い
森
林
づ

く
り
」
な
ど
の
連
載
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
今

回
は
、
局
管
内
の
特
色
あ
る
取
組
に
つ
い
て
、

「
国
民
の
森
林
」
と
い
う
資
産
・
資
源
（
ア
セ
ッ

ト
）
を
棚
卸
し
（
ス
ト
ッ
ク
テ
イ
ク
）
す
る
気

持
ち
で
作
業
を
行
い
、
現
場
を
所
管
す
る
森
林

管
理
局
と
し
て
の
立
場
か
ら
具
体
例
を
整
理
し

ま
し
た
。

　

整
理
に
当
た
っ
て
は
、
国
有
林
野
の
機
能
類

型
と
役
割
に
着
目
し
て
一
定
の
体
系
化
を
試
み

ま
し
た
。
勿
論
、
国
有
林
は
様
々
な
機
能
・
役

割
を
複
合
的
に
果
た
し
て
い
ま
す
の
で
、
機
能
・

役
割
別
の
体
系
や
整
理
は
、
国
有
林
の
一
層
の

理
解
に
資
す
る
た
め
に
、
主
た
る
機
能
・
役
割

に
着
目
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
確
定
的
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

機
能
・
役
割
の
体
系
は
、
国
有
林
野
の
機
能

類
型
区
分
を
基
本
と
し
つ
つ
、
開
か
れ
た
国
有

――機能・役割別分類から国有林野を見る――
（第1回）
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地
に
起
因
す
る
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
・
財
産

を
保
全
し
、
ま
た
水
源
か
ん
養
、
生
活
環
境
の

保
全
・
形
成
を
図
り
安
全
安
心
で
豊
か
な
暮
ら

し
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

静
岡
県
の
由
比
地
区
で
は
、
国
道
１
号
、
Ｊ

Ｒ
東
海
道
本
線
、
東
名
高
速
道
路
と
い
う
日
本

の
大
動
脈
な
ど
を
保
全
対
象
と
し
た
治
山
事
業

が
、
古
く
は
昭
和
20
年
台
か
ら
静
岡
県
、
林
野

庁
に
よ
り
行
わ
れ
、
昭
和
49
年
の
台
風
８
号
等

の
被
害
を
契
機
に
昭
和
50
年
度
か
ら
平
成
12
年

度
に
か
け
て
民
有
林
直
轄
地
す
べ
り
防
止
事
業

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
近
の
例
で
は
、
事
例
３
の
あ
ば
れ
川
で
知

ら
れ
る
大
井
川
の
民
有
林
直
轄
治
山
事
業
は
、

地
域
集
落
の
み
な
ら
ず
発
電
用
ダ
ム
や
国
道
・

林
道
な
ど
の
保
全
や
流
域
の
水
源
か
ん
養
を
目

的
と
し
て
、
３
、０
０
０
㍍
の
山
々
が
連
な
る
南

ア
ル
プ
ス
域
に
散
在
す
る
多
数
の
崩
壊
地
や
荒

廃
渓
流
の
復
旧
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

事
例
４
の
新
潟
県
中
越
地
震
災
害
の
復
旧

（
民
有
林
直
轄
地
す
べ
り
防
止
事
業
）
は
、
被
災

集
落
、
道
路
、
鉄
道
等
を
保
全
対
象
と
し
て
、

緊
急
か
つ
集
中
し
て
施
工
し
概
成
さ
せ
る
た
め

に
事
業
の
期
間
も
10
年
間
と
短
期
間
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
管
内
で
は
、
噴
火
災
害
を

受
け
た
三
宅
島
の
治
山
事
業
、
頸
城
地
区
（
新

潟
県
）
の
民
有
林
直
轄
地
す
べ
り
防
止
事
業
、

妙
高
山
（
新
潟
県
）
の
土
石
流
被
害
復
旧
な
ど

多
く
の
治
山
事
業
の
事
例
が
あ
り
ま
す
。

※
こ
の
特
集
記
事
は
今
月
の
第
一
回
か
ら
３
月
号
（
第

二
回
）、
４
月
号
（
第
三
回
）
と
連
載
予
定
で
す
。

　

い
ず
れ
も
中
刷
り
の
形
で
編
集
予
定
で
す
の
で
、 

３
冊
纏
め
る
と
「
関
東
森
林
管
理
局
国
有
林
事
例
集
」

に
な
り
ま
す
。

 

ま
た
、
こ
の
特
集
に
つ
い
て
の
ご
意
見
・
ご
感
想
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
関
東
森
林
管
理
局
の
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ 

「http://w
w

w
.kanto.kokuyurin.g

o.jp/

」
の
、

「
お
問
い
合
わ
せ
」
よ
り
メ
ー
ル
で
お
願
い
し
ま
す
。

林
の
実
現
に
向
け
た
取
組
や
地
球
温
暖
化
防
止

対
策
も
加
味
し
て
、
次
の
分
類
と
し
ま
し
た
。

　

第
一
回
の
今
月
号
か
ら
以
下
の
（　

）
書
き

の
通
り
、
３
回
に
分
け
て
連
載
予
定
で
す
。

〈
機
能
・
役
割
別
分
類
〉

１　

国
有
林
野
の
機
能
類
型
区
分

　

① 

水
土
保
全
林
（
水
源
か
ん
養
・
国
土
保
全
）

（
以
上
、
第
一
回
）

　

② 

森
林
と
人
と
の
共
生
林　

（
ア　

自
然
維

持
、
イ　

森
林
空
間
利
用
）

　

③
資
源
の
循
環
利
用
林
（
以
上
、
第
二
回
）

２　

開
か
れ
た
国
有
林
の
実
現
に
向
け
た
取
組

　

①
森
林
環
境
教
育

　

②
国
民
参
加
の
森
林
づ
く
り

　

③
民
有
林
と
の
連
携
強
化
（
第
三
回
）

３　

 

地
球
温
暖
化
防
止
（
森
林
吸
収
源
対
策
）

（
注
２
）（
第
三
回
）

４　

そ
の
他
（
第
三
回
）

（
国
民
の
皆
様
の
理
解
の
深
化
へ
）

　

紹
介
す
る
事
例
は
網
羅
的
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
管
内
の
取
組
の
う
ち
、
特
に
特
色

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
整
理
し
た
も
の

で
す
。
事
実
関
係
を
記
載
し
た
上
で
、
各
事
例

の
「
特
色
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
記
載
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
（
注
３
）。

　

こ
の
よ
う
に
事
例
に
即
し
て
国
有
林
を
分
類

整
理
し
、
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
通
じ

て
、
管
内
の
国
有
林
の
特
色
、
事
業
、
管
理
の

現
状
等
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
自
分
の
身
近
に

あ
る
管
内
の
多
様
な
国
有
林
に
つ
い
て
再
認
識

し
て
い
た
だ
き
、
国
民
、
関
係
者
の
皆
様
の
理

解
の
深
化
に
つ
な
が
れ
ば
幸
い
で
す
。

第
１
部　

水
土
保
全
林

（
水
源
か
ん
養
・
国
土
保
全
）

（
水
土
保
全
林
の
役
割
）

　

国
有
林
野
は
、
我
が
国
の
国
土
面
積
の
２
割
、

森
林
面
積
の
３
割
に
あ
た
る
約
７
６
０
万
㌶
を

占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
多
く
は
国
土
保
全
上
重

要
で
あ
る
奥
地
脊
梁
山
脈
や
水
源
地
域
に
分
布

し
、
土
砂
崩
れ
の
防
止
、
洪
水
の
緩
和
、
良
質

な
水
の
供
給
等
、
国
民
生
活
に
と
っ
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

（
水
源
か
ん
養
）

　

関
東
森
林
管
理
局
で
は
、
福
島
県
、
茨
城
県
、

栃
木
県
、群
馬
県
、埼
玉
県
、千
葉
県
、東
京
都
、

神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
山
梨
県
、
静
岡
県
の
１

都
10
県
の
国
有
林
を
管
理
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
区
域
面
積
の
約
２
割
を
占
め
る
国
有
林

（
約
１
１
８
万
㌶
）
は
、
そ
の
大
部
分
が
本
州
脊

梁
山
脈
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
利
根
川
、

信
濃
川
、
阿
賀
野
川
、
阿
武
隈
川
、
那
珂
川
、

荒
川
、
大
井
川
、
天
竜
川
等
、
下
流
に
控
え
る

大
都
市
の
「
水
が
め
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
の
が
管
内
の
特
色
の
一
つ
で
す
。

　

今
回
取
り
上
げ
た
事
例
１
の
「
奥
利
根
水
源

の
森
」
や
「
赤
城
水
源
の
森
」
は
そ
の
代
表
例

で
す
（
林
野
庁
の
「
水
源
の
森
百
選
」（
平
成
７

年
指
定
）
に
も
選
定
）。

　

特
に
首
都
圏
の
水
が
め
と
も
呼
ば
れ
る
利
根

川
上
流
ダ
ム
群
（
矢
木
沢
ダ
ム
、
藤
原
ダ
ム
、

奈
良
俣
ダ
ム
、
相
俣
ダ
ム
、
薗
原
ダ
ム
、
下
久

保
ダ
ム
、
草
木
ダ
ム
、
渡
良
瀬
遊
水
池
）
の
上

流
域
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
国
有
林
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

利
根
川
水
系
は
、
関
東
地
方
１
都
５
県
の
人

口
の
８
割
に
当
た
る
約
２
、６
６
０
万
人
（
国
交

省
関
東
地
方
整
備
局
資
料
）
の
水
道
用
水
等
と

し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
農
業
用
水
、
水
道
及

び
工
業
用
水
の
供
給
並
び
に
発
電
等
に
利
用
さ

れ
、
首
都
圏
に
お
け
る
社
会
、
経
済
活
動
の
重

要
な
基
盤
を
な
し
て
い
ま
す
。

（
国
土
保
全
）

　

事
例
２
、３
、４
は
治
山
事
業
の
例
で
す
。
国

有
林
で
は
、
平
成
10
年
度
の
国
有
林
野
事
業
の

抜
本
改
革
以
降
、
治
山
事
業
の
基
盤
で
も
あ
る

保
安
林
の
指
定
を
計
画
的
に
拡
大
し
て
い
ま
す

（
平
成
18
年
現
在
、
国
有
林
全
体
の
約
９
割
が
保

安
林
に
指
定
）。

　

事
例
２
の
足
尾
は
、
荒
廃
地
に
緑
を
取
り
戻

す
全
国
有
数
の
取
組
で
す
。
平
成
18
年
度
で
着

工
50
周
年
を
迎
え
、
国
有
林
１
、６
７
０
㌶
の
約

５
割
で
治
山
事
業
を
実
施
し
、
動
物
も
戻
っ
て

き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
技
術
面
で
も
国
有
林
職
員
が
考
案
し

た
「
植
生
盤
」
な
ど
は
そ
の
後
の
植
生
袋
・
土

の
う
等
に
つ
な
が
り
、
全
国
で
広
く
利
用
さ
れ

我
が
国
の
治
山
技
術
を
リ
ー
ド
し
て
き
ま
し
た
。

　

足
尾
緑
化
の
取
組
に
対
し
、
平
成
元
年
、
当

時
の
大
間
々
営
林
署
足
尾
治
山
事
業
所
が
人
事

院
総
裁
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
社
会
見
学
等
の

来
訪
者
も
多
く
、
近
年
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
に

よ
る
植
林
活
動
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

治
山
工
事
は
、
該
当
箇
所
を
緑
に
復
元
す
る

た
め
、
復
元
後
は
工
事
を
実
施
し
た
こ
と
が
目

立
た
な
く
な
り
、
ま
た
、
急
峻
で
一
般
の
方
が

目
に
し
づ
ら
い
場
所
で
施
工
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
が
、
年
間
約
６
０
０
万
人
が
訪
れ
る

日
光
で
は
、「
い
ろ
は
坂
」
を
登
っ
た
明
智
平
展

望
台
に
お
い
て
、
男
体
山
に
お
け
る
大
規
模
な

浸
食
を
治
山
事
業
で
復
旧
（
民
有
林
直
轄
治
山

事
業
）
し
て
い
る
全
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
こ
は
工
事
区
域
が
一
望
で
き
る
数
少
な

い
場
所
で
、
展
望
台
で
は
掲
示
板
を
用
い
て
事

業
の
概
要
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

治
山
事
業
は
森
林
の
維
持
造
成
を
通
じ
て
山

し
ま
す
。

（
注
３
）
事
例
の
シ
ー
ト
（
表
）
の
見
方

　
　

各
事
例
の
比
較
対
照
な
ど
の
便
宜
上
、
全
て
同
じ
シ

ー
ト
（
表
）
の
形
に
整
理
し
、「
背
景
」
欄
は
取
組

の
背
景
と
な
っ
た
歴
史
的
事
実
な
ど
を
、「
事
業
内

容
の
ポ
イ
ン
ト
」
欄
は
現
在
ま
で
の
主
な
取
組
内
容

を
、「
特
色
」
欄
は
当
該
事
例
に
つ
い
て
留
意
す
べ

き
事
項
や
特
徴
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

（
注
１
）
民
有
林
直
轄
治
山
事
業
は
、
民
有
林
で
事
業
規

模
が
大
き
い
、
高
度
な
技
術
が
必
要
、
事
業
の
影
響

が
一
の
都
府
県
を
超
え
る
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

国
土
保
全
上
特
に
重
要
な
も
の
を
対
象
と
し
て
、
国

が
県
の
要
請
に
よ
り
事
業
を
実
施
す
る
も
の
。

（
注
２
）
森
林
吸
収
源
対
策
に
つ
い
て
は
、
一
定
要
件
の

管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
国
有
林
す
べ
て
に
関
連
す
る

の
で
、
事
例
と
し
て
の
整
理
に
は
馴
染
み
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
最
近
の
局
全
体
と
し
て
の
取
組
を
紹
介
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〈事例1〉　赤城水源の森	 （利根沼田森林管理署）群馬県沼田市　　

奥利根水源の森	 （利根沼田森林管理署）群馬県みなかみ町

〈事例2〉　足尾治山事業	 （日光森林管理署）栃木県日光市

背　　　景	
　・ 栃木県足尾銅山周辺の国有林・民有林が、明治
以降精錬所排出の亜硫酸ガス・山火事等によっ
て衰退、広大な荒廃地化。草木に加えて土壌も
失われた森林は保水力がなくなり下流域に洪水
などの大きな被害を及ぼした。

　・ 昭和31年、精錬方法の改善により排煙中の亜硫
酸ガスが除去されたことを契機に、本格的な復
旧治山事業を、建設省、栃木県と連携を取って
開始。（区域面積 約1,670ha）

事業内容のポイント	
　・ 石礫や土砂の移動を押さえたうえで、土を持ち込み緑化・植栽を行う工法を採用。（石礫や土砂の移動抑制）谷止工により
渓流の安定化を図るとともに、石積や丸太組も利用した山腹基礎工によって急斜面を安定化。（緑化・植栽）

　　植生盤や植生袋等による土壌流出地での草本緑化。草本活着後に木本を植栽。
　・ 人が近寄れない箇所には、ヘリコプターを使った種子・肥料土等の散布を実施。
　・ 近年は、生息するシカの食害をネット等で防ぎながら事業を実行。
　・ 環境教育等の観点から国有林のフィールドを活用して様々な主体による植林活動を展開。保全対象は国道・県道など。

特　　　色	
　・ 平成18年度で治山事業開始から半世紀を経過。
　　対象区域の５割に治山事業が計画的・継続的に実施され緑がよみがえるとともに、動物も戻ってきている。
　・ 試行錯誤を通じて行われた事業は、土壌を失った荒廃地に植生を回復する技術の確立に寄与。中でも、泥状にした土に草
の種や肥料、堆肥、切ワラ等を混ぜてタイル状に圧搾した植生盤開発（国有林職員が考案）は、植生袋・土のう等につな
がり、現在全国で広く利用されている。

　・ 平成15・16年度には荒廃地の一部（約400ha）を「観測監視区域」として設定。
　・  「足尾環境学習センター」内に当時の面影を残す写真や観測した画像情報を提供することで、社会見学等の来訪者に、治
山事業の役割や森林回復の困難性等をＰＲ。

赤城水源の森 奥利根水源の森

背　　　景	
　・ 関東森林管理局管内の国有林は、その多くが脊梁山脈に沿って分布し、下流に位置する都市域の重要な水源地域となって
いる。

　・ 特に東京都を含む首都圏の水がめとも呼ばれる利根川上流ダム群（矢木沢ダム、藤原ダム、奈良俣ダム、相俣ダム、薗原
ダム、下久保ダム、草木ダム、渡良瀬遊水池）の上流域は、そのほとんどが国有林となっている。

事業内容のポイント	
　・ 利根川水系上流部に位置する国有林は、林野庁の「水源の森百選」に選定されている「奥利根水源の森」や「赤城水源の
森」をはじめ、関東森林管理局・署により長年にわたって整備・保全されてきた森林である。（関東森林管理局管内の国有
林の「水源の森百選」は、この2箇所）

特　　　色	
　・ 利根川水系は、関東地方１都５県の人口の８
割に当たる約2,660万人の水道用水等として利
用されるなど、農業用水、水道及び工業用水
の供給並びに発電等に利用され、首都圏にお
ける社会、経済活動の重要な基盤をなしてい
る。

昭和40年代 平成18年

久蔵沢右岸付近の過去と現在

関東森林管理局 (� )  平成20年 2 月 � 日 特  集  号



〈事例4〉　新潟県中越地震災害の復旧	 （中越森林管理署）新潟県中越地方

背　　　景	
　・ 平成16年10月23日、新潟県中越地方で、マグニチュード6.8の地震が発生し、川口町で震度７を観測。地震による被害は
死者67人、家屋全半壊16,979棟に及んだほか、各地で大規模な地すべり、斜面崩壊による土砂災害が発生。

　・ これを受け被災地の早期復旧を図るため新潟県からの要請により県に代わって直轄事業に指定した12地区を翌年の平成
17年度より即着工し順次「中越地区直轄地すべり防止事業」として着手。（区域面積 約599ha）

事業内容のポイント	
　・ 施工区域は、新潟県中越地震により広範囲に多発した地すべり地等を対象としているため12地区に分散。
　・ 地震によって国道・県道・集落等が被災し、地すべり等により再度災害の発生のおそれが高い避難指示・勧告が
発令された箇所のうち、今後も地すべり防止事業を緊急かつ集中して実施しなければその安全を確保できない地区
について土砂流出防止対策を優先して重点的に事業を実施中。
保全対象は上越新幹線、関越自動車道、国道など。

特　　　色	
　・ 地震によって被害を受けた国道・県道・集落等、また、上越
新幹線・JR上越線等も保全対象。

　・ 保全対象として重要な地域を施工対象としているとともに、
緊急かつ集中して施工し概成させるために事業の期間も10年
間と短期間。

　・ 着手時には、道路復旧工事等にも配慮し、資材の搬入を極力
抑え、かつ、工期短縮が図られるよう現地発生土を有効利用
した鋼製谷止工（セルダム等）を採用。

　　 また、地震動による尾根部からの崩壊・地すべりに対応する
ため、モルタル材料の分別圧送方式や高所・急傾斜地に対応
した土工機械を採用。

復旧前 復旧後

小千谷市小栗山の呼坂地区の復旧状況

〈事例3〉　大井川地区民有林直轄治山事業	 （大井川治山センター）静岡県静岡市
背　　　景	
　・ 民有林直轄治山事業の対象区域となっている大井川最奥地の旧井川村（現静岡市葵区井川）は、中央構造線と糸魚川・静
岡構造線に挟まれ脆弱な地質と厳しい気象条件が重なる南アルプス域にあって、元来、随所に大小多数の崩壊地を抱える
荒廃山地であったが、昭和34年の伊勢湾台風によっても荒廃が進行。

　・ 井川地区は、以前は交通が不便で陸の孤島とも呼ばれるような遠隔地であった
が、昭和30年代に入って発電ダムなどの電源開発が急速に進み、また、昭和
39年からは森林資源開発のための奥地開発林道（30㎞）の開設に静岡県が着
手。

　・ 当該地域の重要性が増す中、その流域保全についても静岡県等からの要望がに
わかに高まり、国土保全上重要で事業規模も著しく大きいことから、昭和41年
より民有林直轄治山事業を実施。

　・ また、平成13年度からは大井川の支流である榛原川地区についても実施。（区
域総面積約4万4千ha)

事業内容のポイント	
　・ 直轄区域は広大で大小多数の崩壊地や荒廃渓流が散在し、短期間での復旧は
困難であることから、下流集落及び発電ダムなどに直接被害を及ぼす恐れのあ
る緊急度の高い区域を優先して実施中。保全対象は多数（14基）の発電用ダム、
国道、幹線林道など。

特　　　色	
　・ 中央構造線と糸魚川・静岡構造線に挟まれた脆弱な地質と南アルプス特有の高
峻な山岳地形、多雨寒冷な気候などのため、山腹崩壊地が3,000ha（荒廃率８%
超）にも及ぶという異常な荒廃状況にあり、その復旧に高度の施工技術が必要。

大井川流域最大級の崩壊規模
である上千枚崩れと治山ダム

関東森林管理局　　平成20年 2 月 � 日 (� )  特  集  号


